
米子市ウォーカブルエリアイベント開催応援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地域経済の活性化及び歩いて楽しいまちづくりの推進に資する

ことを目的として、ウォーカブルエリアにおけるイベントその他の催し物（以下「イ

ベント」という。）を主催する者に対し、米子市ウォーカブルエリアイベント開催応

援補助金（以下「本補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関し、米子

市補助金等交付規則（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「ウォーカブルエリア」とは、米子市立地適正化計画（令和

５年３月策定）で定める都市機能誘導区域及びその周辺の区域をいう。

（補助対象者）

第３条 本補助金の交付の対象となる者は、ウォーカブルエリアにおけるイベントを

主催する者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

⑴ 宗教活動又は政治活動を目的とする者

⑵ 米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要綱（平

成１８年４月１日施行）第２条に規定する市税等を滞納し、かつ、その納付につい

て著しく誠実性を欠く者

⑶ 前２号に掲げる者のほか、第１条に定める本補助金の交付の目的（以下「本補助

金の交付の目的」という。）に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと

市長が認める者

（補助対象事業）

第４条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、ウォ

ーカブルエリアにおけるイベント（本市の経済の活性化に寄与すると市長が認める

ものに限る。）の開催とする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するイベントの開催は、本補

助金の交付の対象としない。

⑴ 宗教活動又は政治活動を目的とするもの

⑵ 特定又は少数の事業者等の営利又は宣伝を目的とする性格が強いもの

⑶ イベントの主催者等の主義主張の表明を目的とする性格が強いもの

⑷ イベントの効果が特定の個人又は団体のみに帰属するもの

⑸ 過去に開催実績のあるイベントであって、当該イベントの事業内容と差別化が

図られていないもの

⑹ イベントの参加者その他の公衆の安全が確保されていないと認められるもの

⑺ 前各号に掲げるもののほか、本補助金の交付の目的に照らし、その交付の対象と

することが適切でないと市長が認めるもの

（補助対象経費）

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

（補助金額）

第６条 本補助金の額は、補助対象経費の額（仕入控除税額（当該補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金

額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率



を乗じて得た金額との合計額をいう。）を除く。）から補助事業の実施に伴う収入（本

補助金を除く。）の額を控除して得た額に３分の２を乗じて得た額に相当する額（そ

の額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た額）とす

る。ただし、５０万円を限度とする。

（交付申請）

第７条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、その交付を受けて開催しようと

するイベントごとに、当該イベントを開催する日の２０日前までに、米子市ウォーカ

ブルエリアイベント開催応援補助金交付申請書（別記様式第１号）を市長に提出しな

ければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 米子市ウォーカブルエリアイベント開催事業実施計画書兼収支予算書（別記様

式第２号）

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（意見の聴取）

第８条 市長は、本補助金の交付の申請があったときは、次に掲げる職にある者から、

当該申請の内容が本補助金の交付の目的に沿うか否かについて意見を聴取するもの

とする。

⑴ 総合政策部都市創造課長

⑵ 経済部商工課長

⑶ 経済部文化観光局観光課長

⑷ 都市整備部都市整備課長

（交付又は不交付の決定）

第９条 市長は、前条の規定により意見を聴取した後、当該意見の聴取の結果を踏まえ

た上で本補助金の交付の申請の内容を審査して、本補助金を交付するか否かを決定

するものとする。

（軽微な変更）

第１０条 本補助金の交付の申請に係る規則第１１条第１項に規定する軽微な変更は、

本補助金の増額又は補助対象事業の目的若しくは内容の変更以外の変更とする。

（交付の制限）

第１１条 本補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、その

交付を受けて実施する補助対象事業に係る補助対象経費について、国又は地方公共

団体から本補助金以外の補助金、助成金その他の金銭的な助成を受けてはならない。

２ 本補助金の交付の決定を受けることができる回数は、一の者につき、２回に限るも

のとする。

（実績報告）

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は規則第１１条第１項の規

定により補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、補助対象事業が

完了した日若しくは補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算し

て３０日を経過する日又は令和６年３月１０日のいずれか早い日までに、米子市ウ

ォーカブルエリアイベント開催応援補助金実績報告書（別記様式第３号）を市長に提

出しなければならない。

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 米子市ウォーカブルエリアイベント開催事業実施報告書兼収支決算書（別記様

式第２号）



⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（本補助金の支払）

第１３条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書及びその添付書類の内容

を確認し、補助対象経費が適正に支出されていると認められる場合は、本補助金の交

付の決定の額（規則第１１条第１項の規定により補助金の額の変更に係る承認をし

た場合は、当該変更後の額）の範囲内で補助対象経費の支払の実績に基づき算定した

額（第４項において「確定額」という。）の本補助金を、補助事業者へ支払うものと

する。

２ 補助事業者は、本補助金の支払の請求をしようとするときは、市長に対し、米子市

ウォーカブルエリアイベント開催応援補助金支払請求書（別記様式第４号）を提出し

なければならない。

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、本補助金の概算

払を行うことができる。

４ 市長は、前項の規定により本補助金の全部又は一部の支払を受けた補助事業者に

ついて、既に支払った本補助金の額が確定額を超える場合は、当該補助事業者に対し、

当該支払済みの本補助金の額から確定額を控除して得た額の返還を命ずるものとす

る。

（規定外事項）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則

この要綱は、令和５年７月１９日から施行する。



別表（第５条関係）

経費区分 内容 備考

報償費 出演者等に対す

る謝金、参加記念

品等

参加記念品は、来場者のうち不特定多数又は児童を対象と

して配布するものに限り、参加記念品に係る報償費の上限

額は、５万円とする。

旅費 出演者等に対す

る旅費

交通費及び宿泊費とし、宿泊費については、スケジュール

等の都合上やむを得ず宿泊を要する場合に限り、補助の対

象とする。

消耗品費 事務用品及びイ

ベント用の消耗

品

景品及び食材に係る経費は、補助の対象としない。

広告宣伝費 ちらし及びポス

ターの作成に要

する費用その他

広告費等

雑役務費 警備員、アルバイ

トスタッフ等に

係る賃金、保険料

等

補助事業者の構成員等に係る賃金は、補助の対象としない。

委託費 イベントの運営

等に係る委託料

費用の内訳を明らかにすること。

委託費のうち、参加記念品に係る経費の額は、一の事業につ

き５万円（委託費とは別に参加記念品に係る経費を支出する

場合は、当該経費との合計額について、５万円）を上限とし、

景品及び食材に係る経費は、補助の対象としない。

使用料及び賃

借料

イベントの会場

使用料、会場設営

に要する費用及

び備品、機材等の

レンタル費用

光熱水費 イベントの運営

に係る光熱水費

その他市長が必要と認める経費


